
(上田市_R8.6.1適用) ※１；濃い赤色の文字は、上田市で一部加工した部分
※２；薄黒色で着色した部分は、上田市では対象外となる確認項目

１．工 事 名

２．工　 　期

３．受注者名

４．契 約 額      円

①

➋

③

④

着手前 完成時

１２
○工程表

・契約締結の5日以内に、工程表が提出され
た。（契約後、変更後）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

１５○コリンズへの
登録※工事請負代金額

が500万円以上

・事前に監督員等の確認を受け、契約後等の
10日以内に登録機関に申請した。
（着手時、変更時、竣工時、訂正時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・品質証明員の資格（身分及び経歴）が適正
である。また、品質証明員に関する資料を書
面で提出した。（契約後、変更後）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行
い、その結果を所定の様式により提出した。
（検査前までに）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・品質証明は、出来高、品質及び写真管理
等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実
施した。

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・掛金収納書又は書面を契約締結後１ヶ月以
内※に提出した。（契約後、増額変更後）
 　※電子申請の場合は40日以内

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・建設業退職共済証紙の配布を受け払い簿等
により適切に管理している。（施工時適宜）
※電子申請の場合完成時

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現
場」の標識が現場に掲示している。
（施工時１回程度）

(   /   )

・労災保険関係の項目が現場の見やすい場
所に掲示している。（施工時１回程度）

(   /   )

・建退共未加入の下請負人について、中小
企業退職金共済制度等への加入が証明書
類により確認できる。
【現場備付の書類を確認】

(   /   )

１０
○請負代金内訳書

・契約締結後5日以内に、所定の様式で提出し
た。（約款第３条）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・法定福利費について、「予定価格に占める法
定福利費概算額」に対し、１／２以上確保され
ている。

(   /   )

・施工体制台帳及び作業員名簿を現場に備
え付けるとともに、その写しを提出した。（施工
時の当初、施工体制変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び再
下請負通知書を添付している。（施工時の当
初、施工体制変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工体制台帳及び再下請負通知書に、健康
保険、厚生年金保険、雇用保険等の加入状
況、外国人従事状況を記載している。（施工時
の当初、施工体制変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工体制台帳作成建設工事の下請負人に
対する通知の写しを現場に掲示している。

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・下請契約にあたり、標準見積書を活用した
契約履行がされており、下請契約額の把握
が適切に行われている。（施工時の当初、施
工体制変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

工事担当係長

監　督　員

　「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に実施されているかを監督員等が確認する。

「施工プロセス」のチェックリスト（機械電気）
（工事現場における施工体制の把握要領　　別紙－２） 担当部課名等

工事担当課長

　チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば□にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や
　是正状況等を記入する。

　用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。

　「確認項目」内↓の番号は「市上下水道工事(機械器具設置・電気通信・電気他)工事関係書類一覧表」の№と同じ

考
査
項
目

細
　
　
別

確 認 項 目
チェックリスト一覧表

（チェックの目安）

チェック時期（指示事項）
備　　考

（指示事項及びその是正状況等）施　工　中

１
　
　
施
工
体
制

Ⅰ
　
　
施
工
体
制
一
般

約款第3条
（仕）共通編1-1-1-5

（仕）共通編1-1-1-7
「登録のための確認のお願い」により
確認
　登録日　　年　 月 　日
        　　年　 月 　日
        　　年　 月 　日
　　　　　　年　 月 　日
　完了日    年　 月 　日
（参考）
コリンズ・テクリス登録内容確認シス
テムの積極的な利用について（令和6年
12月11日付け6建政技号外）

１７
○品質証明
※品質証明対象工事
（仕）1-1-1-28）に該
当しない場合は削除

２９、３０、３１
○建設業退職金共
済制度等

請負代金額８百万円以上の工事が該当する。

建設業退職金共済制度の適正履行の確保につい

て（令和３年３月３０日付国不入企第40号）

建設業退職金共済制度の適正履行の確保
について（令和3年3月３０日付国不入企第
40号）

・下請業者数　　　　　　　　　　　社
　　内建退共加入者　　　　　　　社
　　内中退共加入者　　　　　　　社

　未加入者がある場合その理由

（仕）共通編1-1-1-4

令和４年１月20日付け３建政技第328号

２４、２５、２６、２７

○施工体制台帳

（仕）共通編1-1-1-15
施工体制台帳の提出の確認日
  当　初　　　年　 月 　日
　１回変更　  年 　月 　日
　２回変更　  年 　月 　日
　３回変更　  年 　月 　日
　　回変更　  年 　月 　日
　　回変更　  年 　月 　日

・一次下請負金額総額
　　C=　　　　　　　　　　円
・一次下請業者数  　　　　社
　標準見積書未使用者　有　無
・再下請負業者数　　　　　社
　標準見積書未使用者　有　無
・元請企業の指導　　　有　無



着手前 完成時

考
査
項
目

細
　
　
別

確 認 項 目
チェックリスト一覧表

（チェックの目安）

チェック時期（指示事項）
備　　考

（指示事項及びその是正状況等）施　工　中

２８
○施工体系図

・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の
見やすい場所に掲げるとともにその写しを提
出している。（施工時の当初、変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工体系図に記載のない業者が作業してい
ない。（施工時　１回／月程度）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工体系図に記載されている主任技術者及
び施工計画書に記載されている技術者が本人
である。（施工時の当初、変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・元請負人がその下請工事の施工に実質的に
関与し、作業内容を確認している。
 （施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○建設業許可標識
（建設業の許可票）

・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆
の見やすい場所に設置し、監理技術者を正し
く記載している。（施工時１回程度）

(   /   )

１１
○火災保険等及び
法定外労災保険の
付保

・保険契約の証券又はこれに替わるものによ
り確認できる。【現場備付の書類を確認】

(   /   ) (   /   )

現場チェック時の所
見等

・現場代理人は、現場に常駐している。
(施工時　１回／月程度)

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・現場代理人は、監督員等との連絡調整及び
対応を書面で行っている。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○専門技術者 ・専門技術者を専任し、配置している。（施工
計画時、施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○作業主任者 ・作業主任者を選任し、配置している。また、
必要な資格を有し、かつ本人を確認できる。
（施工計画時、施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・資格者証の内容を確認した。（着手前）
(   /   )

・配置予定技術者、通知による監理技術者、
施工体制台帳に記載された監理技術者と監
理技術者証に記載された技術者及び本人が
同一であった。（着手前）

(   /   )

・主任（監理）技術者と同じ資格者（基本要件）
を1名増員して配置している※1

(   /   )

・現場に専任していた。(施工時　１回／月程
度)

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を
把握し、主体的に係わっていた。
(施工時、打合せ時)

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工
事を進めている。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○登録基幹技能者
・講習修了証の内容を確認した。（着手前）

(   /   )

・対象工種作業中、現場に配置している。（施
工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○建設キャリアアッ
プシステム

・着手時に監督員と協議した内容を実施して
いることが確認できる

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

○担当技術者 ・担当技術者との対応が適切である。（発注者
支援業務又は工事監督支援業務委託等の場
合）　　（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・下請負者が上田市の建設工事入札参加資
格者である場合には、営業停止、入札参加停
止期間中でない。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・下請負者に市内企業を採用している。（施工
時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・下請検査により、下請の作業成果を検査して
いる。

(   /   )

現場チェック時の所
見等

１
　
　
施
工
体
制

Ⅰ
　
　
施
工
体
制
一
般

建設業法40条
R2.10～元請けのみの掲示で可

令和２年９月18日付け２建政技第210号　※
工事打合せ簿による提出は不要とする
（R6.4.1から）

施工体制一般　に関して
　　月　日

 　 月　日

 　 月　日

（仕）共通編1-1-1-15
施工体系図の提出の確認日
  当　初　　　年　 月　 日
　１回変更　　年　 月　 日
　２回変更　  年　 月　 日
　３回変更　  年　 月　 日
　　回変更　  年　 月　 日
　　回変更　  年 　月 　日

（仕）共通編1-1-1-14

市外企業を採用している場合　　社
工種及び企業名

配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者　に関して
　　月　日

 　 月　日

 　 月　日

Ⅱ
　
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者
・
主
任
技
術
者

○現場代理人

建設業法第26条の2

・労働安全衛生法第１４条

１３、２４
○監理技術者（主
任技術者）の専任
制

監理技術者名：
（資格者番号:　　　　　　　　　　　　　）

又は、主任技術者名：

○増員配置（必要な場合※2）
監理技術者名：
（資格者番号:　　　　　　　　　　　　　）

又は、主任技術者名：

※1　技術者の増員が必要な工事（専任）
・低入札価格調査の対象となった契約額4,500万円（建
築一式工事の場合は9,000万円）以上の工事

・WTO案件で特別重点調査の対象となった工事

〇当初、主任技術者が配置された工事において、工事途
中で下請総額が5,000万円を超えた場合、監理技術者に
変更する。なお、超える理由が、当該工事の増工によるも

のである場合には、増工対象の工事に着手する前に、変
更契約（下請契約含む）を締結した上で、監理技術者へ

の変更を行う。

○登録基幹技能者名：

（資格の種類:　　　　　　　　　　　　　）
（資格者番号:　　　　　　　　　　　　　）

（仕）共通編1-1-1-10

２４、２７
○下請負者の把握

下請検査日：
建設工事標準下請契約約款第27条第2
項

※2

専任が必要な技術

者
・監理技術者
・契約額4,500万円
以上の工事の主任
技術者

・低入札価格調査の

対象となった契約額
4,500万円未満の
工事の主任技術者

総合評価落札方
式において加点し
ている場合

総合評価落札方
式において加点



着手前 完成時

考
査
項
目

細
　
　
別

確 認 項 目
チェックリスト一覧表

（チェックの目安）

チェック時期（指示事項）
備　　考

（指示事項及びその是正状況等）施　工　中

・契約書第18条第１条第１号から第５号に係わ
る設計図書の照査を行っている。（着手前、施
工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・現場との相違等の事実がある場合、その事
実が確認できる資料を書面により提出して確
認を受けた。（着手前、施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・工事着手前（変更を含む）に、提出した。
（着手前、変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・記載内容と現場施工方法とが一致している。
(施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が
一致している。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映し
ている。（着手前、変更時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・使用材料について施工前に承認願を提出
し、適切な材料を使用する。（施工前）

(   /   )

・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管
理している。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・品質確保のための対策など施工に関する工
夫が確認できる。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・日常の出来形、品質管理を適時・的確に実施している。
（工場検査結果、試験成績表、総合運転試験等、技術管理
上必要な品質管理）（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・仕様書等に定められた事項や独自の取り組
み、また、地域等より評価されるものがある。
（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・段階確認の確認時期・内容が適切である。
（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・工事打合せ簿を不足なく整理している。（完
成時）

(   /   )

○工事の着手 ・工事開始日後、準備期間内（特記仕様書等
に定めがない場合は30日）に工事に着手し
た。（着手時）

(   /   )
着手日

○支給材料及び貸
与品

・使用予定14日前までに、品名、数量、品質、
規格又は性能を記した要求書を提出した。（施
工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
により適正に処理されていることを確認し、監
督員等に提示した。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促
進計画書を所定の様式に基づき作成（原則コ
ブリス・プラス利用）し提出した。

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・再生資源利用（促進）計画を作成し、内容に
ついての報告・説明がされている。（施工計画
時・完成時）

(   /   )

・再生資源利用（促進）計画を工事現場の公
衆が見やすい場所に掲げられている。（施工
時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・法第12条第1項に基づき、受注者から説明書
のほか必要な書類が提出され、分別解体等が
適切であることが確認できる。

(   /   )

・建設リサイクル法に関する告知書（発注者か
ら提供された通知書の写しを添付）により、下
請業者に対して告知している。
【現場備え付けの書類で確認】

(   /   ) (   /   )

・再生資源利用実施書及び再生資源利用促
進実施書を作成していることがコブリス・プラ
スにより確認できる。ただしEXCEL様式で作
成している場合は、再資源化等報告書に添
付し提出している。（完成時）

(   /   )

２０
○指定建設機械類
の確認

・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・
低振動型建設機械）を使用している。
(施工時　適宜)

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

５１
○過積載防止対
策

・施工計画書に過積載防止対策の記載があ
りかつ適切である（着手前）
・施工計画に基づき過積載防止対策・点検を
実施している（施工中）
・点検結果により過積載防止が確認できる
（完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

２
　
施
工
状
況

Ⅰ
　
施
工
管
理

３２、３３
○設計図書の照査
等

（仕）共通編1-1-1-3

２０、３９
○施工計画書

（仕）共通編1-1-1-6

全１６項目、若しくは、監督員が必要と認め
た項目が網羅されているか。

３７、４６
○検査(確認を含
む)及び立会い等の
調整

（仕）共通編1-1-1-24

（　　/　　）
（仕）共通編1-1-1-12

２
　
施
工
状
況

Ⅰ
　
施
工
管
理

３５、４２~４４、５４~５
６、５６－１~４、６２~
６６、６６－１~３
○施工管理
・使用材料承認願
・工事材料管理
・出来形、品質管理

（仕）共通編1-1-1-42

（仕）共通編1-1-1-21

７、２２、２３、２６、
５７、６９、７０、７２
○建設副産物及び
建設廃棄物

（仕）共通編1-1-1-23

（仕）共通編1-1-1-23

資源有効利用促進法省令の一部改正
（令和５年１月１日施行）

資源有効利用促進法省令の一部改正
（令和５年１月１日施行）

建設リサイクル法第12条

建設リサイクル法第11条

■注意事項

残土搬出

先；



着手前 完成時

考
査
項
目

細
　
　
別

確 認 項 目
チェックリスト一覧表

（チェックの目安）

チェック時期（指示事項）
備　　考

（指示事項及びその是正状況等）施　工　中

現場チェック時の所
見等

・工程のフォローアップ等を実施し、工程管理
を行っている。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・現場条件変更への対応、地元調整を積極的
に行い、施工の停滞が見られない。（施工時
適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・作業員の休日確保を行っていることが確認で
きる。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

現場チェック時の所
見等

・災害防止協議会等を設置し、活動記録があ
る。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・店社パトロールを実施し、記録がある。（施工
時　１回／月程度、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・安全教育・訓練等を半日以上／月 実施し、
記録がある。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録があ
る。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・新規入場者教育を実施し、記録がある。（施
工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・過積載防止に取り組んでいる記録がある。
（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・使用機械、車輌等の点検整備等が管理さ
れ、記録がある。 （施工時　１回／月程度）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行
動範囲の分離措置がなされた点検記録等が
ある。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理
の記録がある。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・足場や支保工の組立完了時や使用中の点
検及び管理がチェックリスト等により実施さ
れ、記録がある。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・保安施設等の整理・設置・管理が的確であ
り、記録がある。（施工時適宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・地下埋設物及び架空線がある場合、事故防
止対策に取り組んでいる。（着手前、施工時適
宜）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

２０、４８
○安全パトロール
の指摘事項の処理

・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事
項について、速やかに改善を図り、かつ関係
者に是正報告した記録がある。（施工時、完成
時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

現場チェック時の所
見等

・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整
をした記録がある。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の
施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録
がある。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の
請負業者と相互に協力を行っている記録があ
る。（施工時、完成時）

(   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   ) (   /   )

現場チェック時の所
見等

施工管理に関して
　　月　日

 　 月　日

 　 月　日

Ⅱ
　
工
程
管
理

５２
○工程管理

工程管理に関して
　　月　日

 　 月　日

 　 月　日

２
　
施
工
状
況

Ⅲ
　
安
全
対
策

２０、４８
○安全活動

労働安全衛生法　30条

（仕）共通編1-1-1-37

安全対策に関して
　　月　日

 　 月　日

労働安全衛生規則　35条

対外関係に関して
　　月　日

 　 月　日

Ⅳ
　
対
外
関
係

４０
○関係機関等

（仕）共通編1-1-1-46



着手前 完成時

考
査
項
目

細
　
　
別

確 認 項 目
チェックリスト一覧表

（チェックの目安）

チェック時期（指示事項）
備　　考

（指示事項及びその是正状況等）施　工　中

・「現場環境改善費実施計画表」を提出してい
る。（着手前）

(   /   )

・実施状況写真が提出され、４つの内容が実
施されたことが確認できる。（完成時）

(   /   )

１６-０
○施工条件に関わ
る実施希望

・請負金額1,500万円以上の場合、電子納品
の希望の如何を指定様式により提出する。※
金額未満も受注者希望により可能

(   /   )

１６
○電子納品着手
時、検査・納品前協
議チェックシート

・電子納品の実施にあたり、チェックシートによ
り受発注者間で協議書にて確認する。
・着手時協議チェックシートは、協議前に電子
データで監督員に提出。

(   /   ) (   /   )

・施工計画書に現場閉所日を明記し週休２日
実施計画を作成している（着手前）

(   /   )

・週休２日を実施する掲示板を作成し、工事現
場に設置している。（施工時１回程度）

(   /   )

・工事記録等に、現場閉所日が明記されてお
り週休２日の達成を確認できる。（完成時）

(   /   )

・実施内容について施工計画時に監督員と協
議し、承認を得ている。

(   /   )

・施工計画書通りの施工を行っている。また、
しゅん工書類で確認できる。

(   /   )

そ
の
他

現
場
環
境
改
善

２３-１、７２-１
○現場環境改善費

現場環境改善費の運用方法について(平
成29年9月13日付け29建政技第160号)
建設工事現場における熱中症対策の強
化について(令和7年5月27日付け7建政
技第59号)

電
子
納
品

市；別紙『実施希望調書』

・(県)電子納品に係る実施要領
・県の様式を利用「電子納品・電子検
査 事前協議チェックシート(土木工事
用)(例)」

週
休
２
日

２０、３６、５２
○週休２日

原則発注者指定

上田市週休２日工事実施要領他
（完全週休２日・週休２日相当）

市「現場閉所計画・実績表」等

I
C
T
活
用
工
事

○ICT活用工事

発注者指定又は受
注者が希望する場
合

ICT活用工事の実施方針について


